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川場村役場　新庁舎等新築工事について
～新庁舎等の建築工事が本格的に始まりました～

《村の概要》
　本村は、群馬県北部、武尊山の南麓に位置し、美しい田園が広がる自然豊かな農山村です。村内には源を有する一級河
川が４本、各地区の山裾からは武尊山の伏流水が湧き出でおり、川の多い場所であることが村名の由来とされています。
村では、「農業プラス観光」の基本施策に「林業」をプラスし、環境に配慮したむらづくりを推進しています。また、東京
都世田谷区と「縁組協定」を締結し、都市と農村が相互理解の上、交流連携を深め昨年11月に40周年を迎えました。

《役場新庁舎等の概要》
　現在の役場庁舎は、建設から約半世紀が経過し老朽化が著しく、耐震基準も満たしていないため、新たに災害時の対策
本部機能を備えた災害支援拠点施設となる庁舎として移転・整備をします。
　また、児童・生徒の学習スペースや図書の閲覧スペースを備えた「むらの学習館」を整備し、世代を超えた多くの村民
が集い、学べる施設とします。
　さらに、世田谷区との交流事業をはじめとし、産学官連携・農福連携など四季を通じて各種交流事業が展開される交流
ホールを整備します。
　森林面積86％を誇る川場村にあって、森林資源の持続的活用を目指す木質バイオマスボイラーによるバイオマス発電や
太陽光発電など、ＣＯ２の削減を図った循環型エネルギーを採用した施設となります。

役場新庁舎等の完成までの記録をこれから広報誌に掲載していきます！
　令和５年７月末に完成予定である新庁舎等の工事の進捗状況をドローンなどで撮影して、今後広報誌に掲載
して行く予定です。是非ご覧ください。

～役場新庁舎等整備にかける思い～

※㈱プランツアソシエイツは新庁舎等の設計に携わっている会社です。

　現在、新しい役場庁舎を建設中ですが、周辺には、
イベントや講演等で使用可能な『交流ホール』、村内
外の人が学習できる『むらの学習館』、木質バイオマ
スによる熱利用と太陽光発電の設備を集約した『エ
ネルギーセンター』、だれでもつどい語らいあえるよ
うな『広場』など、さまざまな利用が可能な施設等
を整備していく予定です。歴史や文化、スポーツや
催事など、村民と行政の新たな拠点として活用しに
ぎわいを創出していきます。

外山　京太郎／川場村長

　川場村役場庁舎は、川場産の木材を使った２階建の
建物で、学習館や交流ホールと渡り廊下で一体的につ
ながった施設です。敷地中央には広場を設けており、
役場に用がない人でも「ここに来れば何かある」「誰か
と会える」とここに集うことが目的となるような施設
を目指しました。今後、夏から秋にかけて建物の形が
道路からも見えてくるようになると思います。工事中も、
皆さまに見ていただく機会を設けたいと考えています
ので、楽しみにしていてください。

宮
みや

崎
ざき

浩
ひろし

／㈱プランツアソシエイツ

　６月１日現在

　６月16日現在
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総務課 財政係（☎内線112）

　役場新庁舎・むらの学習館・交流ホール建築工事に対してご支援をいただける方からの寄附を、次のとおり募集します。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

○寄附金　一口10,000円

○寄附の手続方法
●村内にお住まいの方、企業様、団体様

　　１．事前に「寄附申込書※１」を川場村役場総務課へ提出（※１「寄附申込書」については、川場村ホームページから
ダウンロード又は、上記にお問い合わせください。）

　　２．川場村役場総務課から「寄附金納入通知書」を発行
　　３．「寄附金納入通知書」にて、川場村役場出納室または収納代理金融機関で入金
　　　　※ご寄附いただいた方々の芳名簿を作成し、縦覧での公表をさせていただきます。
　　　また、５万円以上のご寄附をいただいた方々には、新庁舎の芳名板にお名前を掲載し、顕彰させていただきます。（い

ずれも希望される方のみ）
●村外にお住まいの方

　　　川場村ふるさと納税サイトからお申し込みください。

　　　返礼品を選択せずに、５万円以上のご寄附をいただいた方は、新庁舎の芳名版にお名前を掲載し、顕彰させていた
だきます。（希望される方のみ）

●村外の企業様
　　　企業版ふるさと納税にご理解ご協力をお願いします。
　　　（本社が村外に所在する法人が対象になります。税額控除の特別措置（６割税額控除＋３割損金算入）は令和６年

度までです。）

○寄附金控除について
　寄附金控除の対象となる場合があります。詳しくは、次のURLをご覧ください。
　　国税庁（URL https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm）

○募集期間　令和５年２月28日まで（令和５年３月10日振込期限）

役場新庁舎等の建築工事に係る寄附の募集について

ふるさとチョイス 楽天ふるさと納税 さとふる

外観イメージ図
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住民課 税務係（☎内線123）

○令和４年度から国民健康保険税の未就学児にかかる均等割額が軽減されます。
　全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和３年法律第66号)の施行に伴い、
令和４年４月１日から未就学児（６歳に達する日以降の最初の３月31日以前である被保険者）に係る均等割を２分の１に
減額します。被保険者の皆さんに申請していただく必要はありません。
※令和４年度の対象者は、令和５年３月31日時点で０歳～６歳の被保険者で、平成28年４月２日以降生まれの方です。

　所得が一定基準以下の軽減が適用される世帯は、未就学児の均等割を当該軽減後の均等割額の２分の１を減額します。

○国民健康保険税の賦課限度額が下記のとおり変更となります。

　今年の国保税額は７月に決定します。１年間分の国保税額を世帯主宛に７月中旬頃に発送する予定です。

国民健康保険に加入の皆さんへ

変更前 変更後

医療分 63万円 65万円

後期高齢者支援分 19万円 20万円

介護納付金分 17万円 17万円（変更なし）

健康福祉課 健康保険係（☎内線132）

　現在お使いの保険証は有効期限が７月31日（日）までとなっておりますので、新しい保険証を７月下旬に世帯主あてに郵
送いたします。保険証が届いたら、氏名などの記載に誤りがないか、人数分の保険証があるかなどを確認してください。
なお、現在お使いの保険証は、７月31日で使用できなくなりますので、８月１日から医療機関等で診療を受けるときには、
必ず新しい保険証を提示してください。

★70歳から74歳までの方は保険証と
　高齢受給者証が１枚になりました
　これまで70歳から74歳までの方が医療
機関に受診される際には、保険証と高齢受
給者証の２枚を提示する必要がありました
が、加入者の利便性を高めるため今回から
１枚で受診ができるようになりました。

★国保の加入・脱退の届出は14日以内に
　国保に加入している人が、就職して職場の健康保険（社会保険）に加入したときや、社会保険に加入している人が退職
したり、扶養から外れたりして国保に加入するときは、必ず14日以内に届出をしてください。
　会社などの保険証を持っているのに国民健康保健証が届いた方は、手続きを忘れています。この場合、国民健康保険に
も加入している状態になり、保険税を二重に納めることになります。また、加入の届出が遅れると加入資格が発生したと
きからさかのぼって国保税を納めなければなりません。

★「限度額適用減額認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新
　医療機関で支払う医療費の自己負担分が高額となる方の負担軽減のため、申請された方には自己負担額が限度額までと
なる認定証が公布されています。現在公布されている認定証の有効期限は７月31日（日）までとなっておりますので、引き
続き認定証が必要な方は、改めて交付申請をしてください。申請された月の１日から適用となりますので、８月１日（月）
以降に手続にお越しください。

★臓器提供意志表示について
　保険証の裏面に臓器提供するか、しないかの意思を表すことができます。また、意思表示した内容について見られたく
ない場合は、役場に置いてあります「個人情報保護シール」をご利用ください。

★ジェネリック医薬品について
　ジェネリック医薬品に切り替えた場合に薬代が安くなる人に「ジェネリック医薬品に関するおしらせ」を年２回（８月
と２月）送っています。医師・薬剤師と相談しながら上手にジェネリック医薬品をご活用ください。
保険証と一緒に「ジェネリック医薬品希望シール」を同封しますので、保険証やお薬手帳に貼ってご使用ください。

国民健康保険証が新しくなります
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むらづくり振興課 森林環境係（☎内線143）

　川場村は、鳥獣による農作物被害および人的被害を防ぐため、また被害防止体制を将来にわたって維持するのに必要な
人材を育成するため、新規に猟銃免許等を取得する村民の方に対し補助金を交付します。

○補助金交付対象条件
・当該年度に猟銃免許を新規に取得する方
・免許取得後、有害鳥獣被害防止活動に参加することができる方
・村内に住所を有する方

　上記以外の対象条件、交付申請の流れ等については、お問い合わせください。

猟銃免許等取得補助金に関するお知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により、以下の行事を中止とさせていただきます。

各種行事のお知らせ

　令和４年７月24日（日）に開催を予定しておりました「第41回川場まつり」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
により、メインイベントのみこし行進の実施ができないことから令和４年度の開催を中止と決定しました。
　楽しみにされていた村民の皆様や関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解いただき、来年度の開催に向け、ご支援
とご協力賜りますようお願い申し上げます。

第41回　川場まつり中止のお知らせ
むらづくり振興課 企画観光係（☎内線147）

　第41回川場まつりの中止に伴い、川場まつり杯ゲートボール大会も中止となります。
　楽しみにされていた村民の皆様や関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

川場まつり杯ゲートボール大会中止のお知らせ
教育委員会事務局 生涯学習係（☎内線313）

　令和４年度の固定資産税の納税通知書を５月中旬に送付しています。
　固定資産税は、毎年１月１日現在の固定資産所有者に課税されます。住宅や車庫などの建物を取り壊した際、登記済の
建物については法務局にて滅失登記を、未登記の建物については、役場にて「家屋滅失申告書」をご提出いただき、滅失
の手続きを完了させてください。
　この手続きがされていないと、役場で確認することができず、引き続き課税されることになりますので、必ず手続きを
していただきますようお願いいたします。

建物を取り壊したときの、固定資産税の手続きについて
住民課 税務係（☎内線122）

　６月23日（木）川場村保健センター前で実施した献血におきまして、多くの方々のご協力をいただきました。お忙しい中、
献血にご協力くださった皆様のご厚意に、心より感謝申し上げます。
　また、下記のとおり今回の実施結果をご報告いたします。

記
　申込者：46名　　　　　
　実施者：42名（400ml献血者41名、200ml献血者１名）

※医療機関からの血液の需要は400ml献血が主流になっております。200ml献血をお断りする場合もございますが、今後
も多くの皆様に足を運んでいただきたいと思います。

　引き続きのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

献血のお礼 健康福祉課 健康保険係（☎内線132）
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健康福祉課 健康保険係（☎内線133）

　８月１日から保険医療機関で御提示いただく「後期高齢
者医療被保険者証」が新しくなります。新しい被保険者証
の色は「水色」です。今までの被保険者証は８月以降御使
用できなくなりますので、新しい被保険者証を７月中にお
手元に届くようにします。
　75歳以上（または、65歳以上で後期高齢者）の方は、
７月31日（日）までに新しい被保険者証が届いているか、
必ず確認していただき、届いていない場合には、役場健康
福祉課健康保険係（☎内線133）までご連絡ください。

○被保険者証の有効期限について
　【有効期限切れの被保険証は御使用にならないでく
ださい】
　現在お手元にある被保険者証は令和４年７月31日まで
使えます。
　７月中に発送する被保険者証は、令和４年８月１日から
令和４年９月30日まで使えます。
　令和４年10月１日からの被保険者証は、９月中に発送
します。この被保険者証の色は「だいだい色」です。
　令和４年10月１日から、保険医療機関の窓口で支払う
医療費の自己負担割合が、これまでの「１割」と「３割」に、
新たに「２割」が加わり、「１割」「２割」「３割」の３区分と
なります。
　「２割」となる方は、現役並み所得者（３割負担）を除き、
次のとおり一定以上所得のある方です。同一世帯に被保険
者が１人場合は、「住民税課税所得28万円以上145万円未
満かつ年金収入＋その他の合計所得金額が200万円以上」。
同一世帯に被保険者が２人以上の場合は、「住民税課税所得
28万円以上145万円未満かつ年金収入＋その他の合計所
得金額が320万円以上」。なお、現役並み所得者（３割負担）
の条件は変わらず、住民税課税所得145万円以上です。また、
住民税非課税世帯の方は１割負担となります。

○制度見直し（自己負担割合２割導入）の背景
　令和４年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、
医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医
療費のうち、被保険者が窓口で支払う負担を除く４割は現
役世代の負担（支援金）となっており、今後も拡大してい
く見通しとなっています。現役世代の負担を抑えて国民皆
保険を未来につないでいくため、自己負担割合の見直しが
行われました。

〇限度額適用認定証について
　現役並み所得者Ⅱ、Ⅰの方は、「限度額適用認定証」を保
険医療機関で提示すると、ひと月の同一保険医療機関等で
の支払いが高額になる場合、該当する所得区分の自己負担
限度額までの支払いに抑えられます。支払が高額になる可
能性がある方は、交付申請手続きをしてください。
　現役並み所得者Ⅱ、Ⅰの方で次の条件全てに該当する方
は、交付申請手続きを省略し令和４年８月１日から令和５
年７月31日まで使用できる限度額適用認定証を新しい被
保険者証に同封します。
①前年度に限度額適用認定証の交付を受け現在も該当して
いる方
②令和４年度も引き続き現役並み所得者Ⅱ、Ⅰに該当する
方

〇限度額適用・標準負担額減額認定証について
　低所得者Ⅱ、Ⅰの方は「限度額適用・標準負担額減額認
定証」を保険医療機関で提示すると、ひと月の同一保険医
療機関等での支払いが高額になる場合、該当する所得区分
の自己負担限度額までの支払いに抑えられ、入院したとき
の食事代も減額されます（注）。支払が高額になる可能性
のある方や、入院される方は、交付申請手続きをしてくだ
さい。
　なお、低所得者Ⅱ、Ⅰの方で、次の条件の全てに該当す
る方は、申請手続きを省略し令和４年８月１日から令和５
年７月31日まで使用できる限度額適用・標準負担額減額
認定証を新しい被保険者証に同封します。
①前年度に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受
け現在も該当している方
②令和４年度も引き続き住民税非課税世帯である方
　（注）入院時の食事代は、入院するときに認定の確認が
できないと減額の対象になりませんのでご注意ください。

※令和４年10月１日以降の自己負担割合は、令和４年８
月下旬頃から判定を行うことが可能になるため、「自分が
２割負担になるのか」等のお問い合わせについては、お
答えできません。

▼制度見直しの背景に関するご質問
　厚生労働省コールセンター　 0120-002-719

後期高齢者医療被保険者証について

　令和４年５月よりマイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができるようになりました。これにより、パソコンや、
スマートフォンからいつでも申請ができます！
　対象手続　①国民年金　第１号被保険者加入の届出（退職後の厚生年金からの変更等）
　　　　　　②国民年金保険料　免除・納付猶予の申請
　　　　　　③国民年金保険料　学生納付特例の申請
　※手続きにはマイナンバーカードが必要になります。

国民年金に加入中の方、加入される方へ

住民課 住民係（☎ 内線126）
渋川年金事務所国民年金課（☎0279-22-1607）
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川場村選挙管理委員会（☎内線114）

　来る７月25日に任期満了を迎える参議院議員通常選挙
が次のとおり執行されます。
　・公 示 日　　　　　　 令和４年６月22日（水）
　・選挙期日（投開票日）　令和４年７月10日（日）
　　投票時間は、午前７時から午後６時まで
◆期日前及び不在者投票受付期間
　期日前及び不在者投票所は、役場庁舎１階村民室に開設
しています。
　受付期間は、６月23日（木）から７月９日（土）までの17
日間
　受付時間は、午前８時30分から午後８時まで

◆投票の方法
・選挙区選挙
　投票用紙に候補者名を書いて投票します。今回の選挙で
群馬県選挙区からは１人の議員を選出します。
・比例代表選挙
　投票用紙に候補者名を書いて投票します。ただし、候補
者名を書くのに代えて政党等の名称若しくは略称を書い
て投票することもできます。

第26回参議院議員通常選挙に関するお知らせ

健康福祉課 健康保険係（☎内線133）

　令和４年度は、次の方が定期接種の対象となりますので、
期間までに必ず接種をお願いします。なお、対象者の方に
は個別で通知を発送しますので、ご確認ください。

○対象となる年齢
令和４年度中に
　満65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、
　100歳になる方
※ただし、過去に１度でも村の助成を利用して肺炎球菌の
予防接種を受けている方は対象外となります。

○接種できる期間　　　
　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

○持ち物
　予診票(記入をして)、健康保険証、個人負担3,000円

　その他、何かご質問がありましたら、お問い合わせくだ
さい。

高齢者用肺炎球菌定期接種のお知らせ
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マイナンバーカード及びマイナポイントについては、８月号で詳しく掲載します。

　マイナポイント第２弾を実施しています。最大で20,000円分のポイントが付与されます。

その１：マイナンバーカードの取得と20,000円分のチャージまたはお買い物
　　　　（最大5,000円分）
その２：マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み（7,500円分）
その３：公金受取口座の登録（7,500円分）
　　　
※マイナンバーカードの申込期限は、令和４年９月30日まで、マイナポイント申込期限は令和５年２月28日です。
　マイナポイント申込後、申込決済サービスでチャージ（お買い物）した分がポイント付与（最大5,000円分）の対
象となりますので、申込期限に関わらず、お早めに手続きをお願いいたします。

◆マイナポイント申込支援窓口について◆
場　　　所　川場村役場庁舎１階　総務課窓口
期　　　間　令和５年２月28日（火）まで
時　　　間　午前８時30分～午後５時15分　（平日のみ受付）
必要なもの　〇マイナンバーカード
　　　　　　〇マイナンバーカード受取時に設定した「利用者証明用パスワード（数字４ケタ）」
　　　　　　〇キャッシュレス決済サービスの個人識別コード（ID・セキュリティコード）等
　　　　　　（電子マネー・クレジットカードなど。事前申込みが必要なものもあります）
　　　　　　○健康保険証
　　　　　　○公金受取口座を登録する口座情報（通帳・キャッシュカード）

マイナポイントの申込支援窓口を開設しています
総務課 財政係（☎ 内線112）

マイナンバー総合フリーダイヤル（☎0120-95-0178）

住民課 住民係（☎内線122）

　令和元年７月１日から３年間、人権擁護委員としてご活躍された星野朝昭さん（谷地）が６月30
日をもって退任され、令和４年７月１日付けで、小林正弘さん（立岩）が法務大臣より委嘱されました。
小林さんは長年少年剣道の指導者として青少年の健全育成に携わってくださっております。
　人権擁護委員の活動は、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらい、その大切さを広める
と同時に人権に対する理解を深めてもらえるよう、様々な啓発活動を行っております。
　また、あらゆる人々の人権を守るため、日々の暮らしの中で起こる人権に関する問題（いじめ、体罰、
差別問題など）に対し、法務局や役所などで人権相談を受けています。相談は無料で秘密は厳守さ
れますので、お気軽にご相談ください。

人権擁護委員として委嘱されました

小林 正弘さん
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身近な話題や楽しい情報をお知らせください。　あて先は 総務課☎５２－２１１１です。

川場フォト通信

門脇豊二さん(谷地)が「自衛官募集相談員」として委嘱されました
　６月13日（月）に、門脇豊二さん(谷地)が、川場村長と群馬地方協力本部

長の連名で「自衛官募集相談員」として委嘱されました。自衛官募集相談員

として、自衛官志願者に対する自衛隊の情報提供や、地方協力本部の行う募

集や広報活動について支援をしていきます。外山村長は、「昨年川場村から２

名自衛隊員として活躍している。今後も元自衛官としての豊富な経験や知識

を生かして地域に貢献して欲しい。」と、激励の言葉を送りました。

夏の風物詩、川場村田んぼアート保存会・縁人による田植え
～クラウドファンディング支援者も参加しました～

　６月４日（土）にふれあい橋下の田んぼにて、川場村田んぼアート保存会

「縁人～enjin～」（宮田康明会長）による田んぼアートの図面測量と田植え

が行われました。今年度はクラウドファンディングを活用し、田んぼアー

ト制作費の支援を募った結果、村内はもとより、県内、首都圏、北は北海道、

南は熊本まで広い支援があり、目標金額を超えました。

　今年の作品は、川場村らしく、山々、稲穂の絵、そして「縁人」の文字

が描かれています。GPS測量の先端技術により、例年よりも多い382もの

ポイントを茅で挿し、ヒモで繋ぎ、うるち苗と濃紫苗を植え間違えること

のないように準備することができました。続けて行われた田植えでは、縁

人メンバーほか、田植え体験コースを選んだクラファン支援者、家族、友

人21名の方々が参加。外山村長、世

田谷区職員も作業にかけつけてくだ

さり、無事終了することができました。

「テレビやSNSを通じ、反響が大きく

て驚いています。応援してくれた皆さ

んへの恩返しとなれば」と宮田会長。

今年の出来映えに期待です。

 縁人～enjin～事務局より提供

　６月12日（日）、てんぐ山運動公園グラウンドと川場中学校校

庭において地区対抗野球大会が開催されました。

　当日は各会場で白熱した試合が繰り広げられていました。決

勝戦はてんぐ山運動公園グラウンドで行われ、激戦を制し、優

勝したのは生品地区でした。

第43回川場村地区対抗野球大会結果

熱戦が繰り広げられました

【大会結果】

優　勝：生　品

準優勝：谷　地

ＭＶＰ賞：木村　貴裕（生品）

敢闘賞：井上　優哉（谷地）
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川場フォト通信

　県民防犯運動実施中の６月19日（日）に、道の駅「川場田園プラザ」内で防犯啓発活動

が行われました。

　1999年から４年間、ＮＨＫの教育番組「おかあさんといっしょ」で18代目うたのお

ねえさんを務めた「つのだりょうこ」さん（沼田市出身）は沼田署から一日警察署長を

委嘱され、特殊詐欺の被害防止や子ども・女性が被害者となる犯罪被害防止を目的として、

防犯啓発のチラシやノベルティの配布が行われました。

　また、つのださんは県警の特殊詐欺被害防止ソングをアカペラで披露するなど会場を

賑わせました。

つのだりょうこさんが一日警察署長に

　６月17日（金）、関越ゴルフ倶楽部において村民ゴルフ大会が開催され、
69名のプレーヤーが熱い戦いを繰り広げました。当日は天候にも恵まれ、
皆さんが楽しんでプレーされていました。

【大会成績】
○地区対抗戦
　優　勝：谷　地　　準優勝：門　前　　第３位：生　品
○個人戦
　優　勝：中澤　幸博　　準優勝：角田　順和　　第３位：星　勝実
　男子ベスグロ：星　勝実　　女子ベスグロ：宮田　正子

第33回川場村民ゴルフ大会結果

個人戦優勝の中澤さん

第37回川場村ソフトボール選手権大会結果

優勝したヨシノジャイアンズ

　６月19日（日）、川場中学校校庭においてソフトボール選手権大会が開催
されました。
　２年ぶりの開催となりましたが４チームに参加いただき、トーナメント
戦で実施しました。当日は快晴に恵まれ、各チームが熱い戦いを繰り広げ
ました。

【大会結果】
優勝：ヨシノジャイアンズ
準優勝：エコプランナーズ

ＭＶＰ賞：藤井　和幸
敢闘賞：横坂　円佳

　６月18日（土）サンワ沼田武道館において「第26回利根沼田剣

道祭」が開催され、川場村剣道教室が第３位に入賞しました。

　コロナ禍の中、３年ぶりに開催された今大会、子供たちも元

気いっぱい頑張りました。これからも頑張りますので応援よろ

しくお願いします。

情報提供：川場村剣道教室

川場村剣道教室　頑張りました！

先鋒：石田大河（４年生）
次鋒：吉野由菜（５年生）
中堅：千明琉斗（６年生）

副将：金子果鈴（６年生）
大将：宮内慶太（６年生）
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４□２□４＝32

８□２□７＝11

□の中に＋－または×÷を入れて
式を完成させましょう

□に入る漢字はなんでしょう

憩運

不

学

答え：××、÷＋、休

かわたんカフェ

７月４日㈪
10時～12時　保健センター
検温、手指消毒、マスク飲食

　みなさんご存じと思いますが、新しい免許証更新制度が５月13日から始まりました。
　増加する事故対策として、75歳以上で一定の違反行為があった運転者を対象とした運転技能検査の義務付けや、
認知機能検査や高齢者講習にも一部改正が行われました。
 運転技能検査 
　普通自動車により課題走行し、加齢に伴う身体機能の低下の程度を判定する検査で、一定の違反行為（信号無視、
速度超過、安全運転義務違反、携帯電話使用等、計11種類）がある方が対象。
 高齢者講習 
　２時間の講習（実車指導、運転適性検査、座学）に一元化されました。（運転技能検査の対象の方および原付、二輪、
小／大特のみの方は１時間講習）
 認知機能検査 
　判断力、記憶力の状態を確認するための簡易な検査。以前より簡素化され、内容は以下の２つです。
　①手がかり再生（16種類の絵を記憶し、何が描かれていたかを回答する）
　②時間の見当識（検査時の年月日、曜日および時間を回答する）
　また、認知機能検査等の受検義務の免除を受けることもできるようになり、免除を受けるには認知症有無等に
関する医師の意見および当該意見に係る検査結果が記載された診断書等の提出が必要。
悲惨な車の事故がニュースで流れるたび、安心安全に運転する責務、運転免許を保持する意味を深く考えていか
なければなりません。みなさん、日頃の自分の運転をぜひ見直してみてください。
認知症に悩む方、ご家族に朗報です！
「家族が認知症の症状があり、交通事故を起こしてしまいそうで心配…」
「認知症で免許返納させたいが、本人が言うことを聞かない…」など
相談の流れ①本人の症状、家族の意向、免許有効期間の確認②ご家族に公安委員会指定の診断書を配布し主治医
に記入してもらう。③記入した診断書を郵送等④診断書を基に審査し、その後の対応をご家族に説明。相談無料
となっておりますので心配なことなど相談してみてください。
群馬県総合交通センター適性相談室　☎027－252－5329（月～金：９：00～16：00）まで

来月は七夕飾りをつくります。
みなさんお待ちしております。
ボランティア募集中です。

６月のかわたんカフェの様子６月のかわたんカフェの様子

～風鈴作り～

75歳以上の方の運転免許更新制度が変わりました！

かわたん
cafe あれ それ だより

住み慣れた家で安心して暮らせる村

今月の脳トレさぷり
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　○印がお休みです

７月

毎週土・日曜・祝日は閉館日です。

日

3
10
17
24
31

月

4
11
18
25

火

5
12
19
26

水

6
13
20
27

木

7
14
21
28

金
1
8
15
22
29

土
2
9
16
23
30

地域おこし協力隊地域おこし協力隊
ども！地域おこし協力隊チョッキ
GT5000です！
今年もこの季節がやってきました。

そう、ホウキモロコシの栽培の時期が！
思い起こせば去年、一本一本素手で雑草をむしっていた
悪夢を噛みしめながら種ま
きをやり、肥料巻きをやり、
現在草むしり毎日頑張って
います！
なかなか発芽せず
耕作放棄地だからなのか？
種が詰まっていたのか？
鳥に食われたか？
悩んだ時期も有りました。
ひたすら種を手で植えた時
期も有りました。
畑に着いたらキジとハトと
スズメに出迎えられた時も
有りました。
枝だと思って拾ったら鹿の角が落ちてた時も有りました。
収穫に向けラストスパート頑張ります！
なおこの模様はBSよしもと(無料放送)毎週木曜日13時
から「チーキーズaGOGO」にて放送されるかも
見逃し配信も有りますのでぜひ「BSよしもと」で検索を！
それでは直帰します。

　こんにちわ！ゲストハウス【ゆびとや】の鳥

羽雄です♪

　先日、昔からの知り合いのNPO団体が宮城

県で植樹をするという事でそのイベントに参加してき

ました。

　その植樹活動は次に震災が起きた時に津波を少しで

もせき止めれるように海岸沿いに防災林を作るという、

何年、何十年も先の事を思っての活動です。

　環境を良くするというのはすぐに変化が感じられる

ものではないです。しかし、すぐに何かは変わらない

かもしれないけど、一歩踏み出して自分に出来ること

をやってみる事で、ほんの少しだけど何かは変わるか

もしれません。

　教えてもらった植樹の方法を活かして今度、太郎地

区の農地を使わせて頂き、景観維持のためにコキアを

植える予定です☆

　日程が決まりま

したら何らかの方

法でお伝えします

ので、お時間が合

えばぜひご参加く

ださい♪

図書館開館日
月曜日～金曜日

図書館閉館日
毎週土・日曜・祝日

利用時間
月･火･木
午前８時30分
～午後５時15分
水･金
午前８時30分
～午後８時30分

チョッキ
GT5000

鳥羽
（雄）

●小学校低学年
つくしちゃんとおねえちゃん
いとうみく／作
丹地陽子／絵

ばあばにえがおをとどけてあげる
コーリン・アーヴェリス／文
イザベル・フォラス／絵
まつかわまゆみ／訳

すうがくでせかいをみるの
ミゲル・タンコ／文
福本友美子／訳

おすしやさんにいらっしゃい！：
生きものが食べものになるまで
おかだだいすけ／文
遠藤宏／写真

●小学校中学年
みんなのためいき図鑑
村上しいこ／作
中田いくみ／絵

チョコレートタッチ
パトリック・スキーン・キャトリング／作
佐藤淑子／訳
伊津野果地／絵

１１１本の木
リナ・シン／文
マリアンヌ・フェラー／絵
こだまともこ／訳

この世界からサイが
いなくなってしまう：
アフリカでサイを守る人たち
味田村太郎／文

●小学校高学年
りんごの木を植えて
大谷美和子／作
白石ゆか／絵

風の神送れよ
熊谷千世子／作
くまおり純／絵

ぼくの弱虫をなおすには
Ｋ・Ｌ・ゴーイング／作
久保陽子／訳
早川世詩男／絵

捨てないパン屋の挑戦：
しあわせのレシピ
井出留美／著

●中学校
セカイを科学せよ！
安田夏菜／著

海を見た日
Ｍ・Ｇ・ヘネシー／作
杉田七重／訳

江戸のジャーナリスト葛飾北斎
千野境子／著

第68回青少年読書感想文全国コンクール　課題図書　一覧
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　令和４年度川場村職員採用試験を次のとおり実施します。
採用人員　　一般事務　若干名
受験資格　　一般事務･･･日本国籍を有し、平成４年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた者
試験日程　　第１次試験　令和４年９月18日（日）
　　　　　　場所　川場村役場
　　　　　　第２次試験　第１次試験合格者に必要事項を文書で通知します。
給　　与　　一般事務･･･初任給は原則として、150,600円（高卒の場合）
　　　　　　ただし、基礎学歴取得後経験年数のある者には、その年数に応じて増額されます。
受付期間　　令和４年７月１日（金）～令和４年８月15日（月）まで
　　　　　　※申込用紙は、令和４年７月１日より役場総務課で配布します。

川場村職員採用試験のお知らせ
総務課 総務係（☎内線112）

令和４年度 利根沼田広域市町村圏振興整備組合 職員採用試験要綱

１　職種・受験資格及び給料等

職　種 勤務内容 主な勤務先

消防士Ａ(消防職) 消防業務

※消防士Ｂで採用されても一般消防
業務に従事（救急業務専従とは限
らない）

消防本部
中央消防署
東消防署
西消防署
北消防署　など

消防士Ｂ(救急救命士)

３　申込手続及び受験に必要な事項

申込書の請求及び提出先 受付期間 申込書添付書類等

消防士Ａ
消防士Ｂ

利根沼田広域消防本部 総務課

所在地　沼田市高橋場町2049-１
　　　　（中央消防署２階）
　　　　☎ 0278-22-3133

令和４年７月１日(金)から令和４年８月
17日(水)まで
※土日曜祝日を除く午前９時から午後５
時までとする

書類の提出は、直接または郵送で左記へ
※郵送の場合は８月17日(水)までに必着

・申込書（写真貼付）‥‥‥１通
・受験票（写真貼付）‥‥‥１通
・最終学校の成績証明書‥‥１通
・返信用封筒‥‥‥‥‥‥‥２通
　(84円切手添付､ 宛名明記のもの)

受　験　資　格 給　与　等

・高等学校卒業程度以上の学力を有すること
・平成９年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた人
・視力は矯正視力を含み両眼で０．７以上、一眼でそれぞれ０．３以上で色
覚が正常であり、聴力が左右とも正常であること
・採用された場合、利根郡内及び沼田市内に居住し得る人
・自動車運転免許普通免許（オートマチック車限定を除く）取得者または
見込みの者
・消防士Ｂ(救急救命士)については、上記の他、救急救命士免許を有す
る人又は令和５年３月末までに取得見込みの人

日本国籍を有
し、地方公務
員法第16条の
欠格条項に該
当しない人

給料（予定）
　高校卒　150,600円
　大学卒　182,200円
※学歴、経験年数により加算します

諸手当
　期末手当 勤勉手当
　扶養手当 通勤手当
　時間外勤務手当等が支給されます

２　試験方法・試験場所・採用予定人数等

試験区分 試験内容 試　験　日 試験場所 合格発表 採用予定人数等

第１次
適性検査
教養試験
作文

令和４秊９月18日(日)
午前９時より

利根沼田文化会館
利根沼田文化会館
前の掲示板への掲
示及び受験者へ通
知します

採用予定人数

　消防士Ａ　　
　消防士Ｂ　　

採用予定期日
　令和５年４月１日

第２次

体力検査
令和４年10月15日(土)
午前９時30分より

利根沼田広域消防本部集合

面接
10月下旬頃に実施予定
（１次合格者に別途通知）

３人程度



14

№562

＜４回目の接種が始まりました＞

接種券は３回目の接種から５ヶ月を経過した方に随時発
送します。
　◎医療機関での個別接種は６月１日から始まっています。
　◎川場村保健センターでの集団接種は
　　８月27日（土）～９月28日（水）の期間。５日間で日時を指

定し実施予定です。
送付された接種券（予診票）や案内文をご確認いただき接種
してください。

　今後内容が変わる場合があります。使用されるワクチンは、
接種会場等により異なります。予約の際にご確認をお願いい
たします。ご不明な点は担当係までお問合せください。

今後も、手洗いや消毒、マスクの着用など感染予防対策
を継続して行いましょう！

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
健康福祉課 健康保険係（☎内線135）

募集種目 資　　格 受付期間
（締切日必着）

試　験　日 試験会場 合格発表

航空学生
（海・空）

高卒（見込含）
高専３年次修了者（見込含）
海上：18歳以上23歳未満の者
航空：18歳以上21歳未満の者

７月１日～
９月８日

１次
９月19日（月）

勢多会館（前橋市）

１次　10月７日
※１次合格後に
　２次試験等の
　連絡があります。

一般曹候補生
（陸・海・空）

18歳以上33歳未満の者
７月１日～
９月５日

１次
９月15日（木）
～18日（日）
※いずれか１日を
　指定されます。

昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）
勢多会館（前橋市）
太田市浜町勤労会館
（太田市）
※試験会場は指定されます。

１次　10月３日
※１次合格後に
　２次試験等の
　連絡があります。

自衛官候補生
（陸・海・空）

18歳以上33歳未満の者
年間を通じて
行っています

受付時又は各自
衛隊地方協力本
部のホームペー
ジにてお知らせ
します。

相馬原駐屯地（榛東村）
新町駐屯地（高崎市）
※試験会場は指定されます。

合格発表は、
試験日にお知らせ
します。

防衛医科大学校
看護科学生

18歳以上21歳未満の者
高卒（見込含）

７月１日～
10月５日

１次
10月15日（土）

勢多会館(前橋市）
１次
11月11日（金）

防衛医科大学校
医学科学生

18歳以上21歳未満の者
高卒（見込含）

７月１日～
10月12日

１次
10月22日（土）

勢多会館（前橋市）
１次
12月１日（木）

防衛大学校
学生

一
般

18歳以上21歳未満の者
高卒（見込含）

７月１日～
10月26日

１次試験
11月５日（土）
及び
11月６日（日）

人文・社会科学

１次
11月24日（木）

昌賢学園まえばしホール
（前橋市民会館）

理工学

勢多会館（前橋市）

＊記載事項に変更が生じる場合がございますので、お気軽にお問合せ下さい。

令和４年度　自衛官等募集案内 自衛隊群馬地方協力本部
沼田地域事務所　　☎ 23-4111
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場所：下記は全て保健センター　問合せ：健康福祉課 健康保険係（☎内線133）
７月
健
康
ガ
イ
ド

やんちゃクラブ                                                 
　７月５日（火）　９時30分～12時　                 
　対象 乳幼児と保護者                        

母子健康相談                                                   
　７月５日（火）　９時30分～12時　                 
　対象 乳幼児と保護者 

子育てサロン
　７月７日（木）　10時～12時
　対象 ０歳～就学前の子供と保護者

子育て教室                                               
　７月21日（木）　９時30分～11時30分                 
　対象 幼児と保護者               
★子育て教室の開催場所が、かわば森のこども園にな
ります。

　直接こども園にお越し下さい。
　ご不明な点は健康福祉課健康保険係(☎ 内線133)
までご連絡ください。

２歳６ヶ月児歯科検診 
　７月26日（火）　12時10分～12時30分受付                       
　対象 令和元年９月～12月生まれ                                  

１歳６ヶ月児健康診査
　７月26日（火）　12時30分～12時50分受付                        
　対象 令和２年９月～12月生まれ

　今後の感染拡大状況によっては予定を変更する場合がござ
います。その際には個別の連絡等でお知らせいたします。お
子さんの成長や発達についてご心配なことがありましたら、
お気軽にご相談ください。

①決められた分別方法で！！
・ごみの種類ごとに処理の方法が違います
・品目ごとの分別方法を確認してから出しましょう

②村指定ごみ袋で！！
・分別品目ごとに分類して指定ごみ袋で出しましょう
・他市町村のごみ袋で出さないでください(他市町
村のごみ袋は回収しません)

③収集日の当日に！！
・品目ごとに決められた収集日の当日に出しましょう
・ごみの散乱などの防止のため前日や夜間には出さ
ないでください

④朝８時までに！！
・収集作業を開始する時間は朝８時からです
・ごみの量や交通事情により収集場所の順番が変わ
ります

⑤村内で指定のごみステーションに！！
・村内で決められたごみステーションに出しましょう
・ごみステーションは利用者などが管理しているた
め指定場所以外には出さないでください

⑥村補助金を活用して生ゴミの乾燥機やコン
ポストによる家庭排出ゴミの減量を！！

（住民課 住民係）

ごみ出しルール「６原則」

　７月11日（月）～７月20日（水）は夏の県民交通
安全運動期間です。
　『「大丈夫！」自己の過信が事故招く』を年間
スローガンに掲げ、子供と高齢者の交通事故防
止を交通安全の基本として取り組んでいます。

交通安全運動重点項目

　　○子供と高齢者の交通事故防止

　　○自転車の交通事故防止

　　○飲酒運転の根絶

～交通ルールを守り、
思いやりのある運転心がけましょう～

川場村交通安全協力会

夏の県民交通安全運動について

○農業用排水路等の適正な管理をお願いします。
・刈った草などが詰まって、下流部へ通水できない
・上流部で多く取水してしまい、下流部で取水できない
　　以上のような苦情が多発しています。皆様のご協力をお
願いします。

○農作業中の熱中症にご注意ください。
　農作業中は体から多くの水分が失われてしまいます。
　こまめな休憩と水分補給をお願いします。

○過去に利根沼田管内で農作業中のトラックから、貴重品の
盗難被害が発生しました。

　　短い作業中でも車に施錠するなど貴重品の管理には十分
ご注意ください。

農作業中の皆様へ
田園整備課 農政係
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令和４年５月末
現 在

○世帯数／1,129世帯(－１)
○人　口／3,142人　(－５)
○　男　／1,514人　(－１)
○　女　／1,628人　(－４)

人口と世帯

今月が納期です

忘れずに納付しましょう。
口座振替の方は残高の確認をお願いします。
期限までに納付しないときは、延滞金を徴収します。
※ 延滞金額は納期限の翌日から納付の日までの日数に応
じ、年8.7％（納期限の翌日から１ヶ月を経過する日
までの期間においては年2.4％）の割合で計算した額。

固定資産税 第２期

国民健康保険税 第１期

学童クラブ保育料 (６月分)

納付期限　８月１日（月）

かわば森のこども園 そらぐみのおともだちの作品

暑い夏にぴったりの
ふうりんを作ったよ！

いりさわ おと ちゃん かんざわ ゆうき くん

おくやみ ２件
　氏　名 年齢 地 区
⻆田　博彦 60歳 萩 室

戸丸　とみ 91歳 門 前

５月１日～５月31日

※ 掲載を希望する方は、届出の
際に申し出てください。

　こんにちは！いおりだよ。
　みんなからは「いおちゃん」って
呼ばれているよ！
　毎日元気にこども園に通っている
よ。
　おうちでは、お姉ちゃんの結葉と
妹の千絢と一緒にお庭でおいかけっ
こしたり、砂場で遊んだりしている
んだ。
　アンパンマンとクレヨンしんちゃ
んが大好き♥ 
　みんな、よろしくね。

新木 伊
い

織
おり

 ちゃん
平成30年10月12日生／門前

　こんにちは、みひろです。

　４月からこども園に通ってるよ。

　毎日こども園に行くのが楽しみな

んだー。

　お家では犬のあいちゃんと猫のイ

チとターと仲良しなんだー。

　最近は、お魚釣りが大好きで海釣

りデビューもしたんだよ。

　見かけたらみーたんって呼んでね。
桑原 みひろ ちゃん
平成30年11月７日生／生品

表紙の写真

役場新庁舎等の建
築工事が本格的に
始まりました。広
報の表紙としては
非常に地味な写真
ではありますが、
特集ページにもあるように建築工事の様子を今後
掲載していく予定ですので、是非ご覧ください。

　梅雨が明ければいよいよ「夏」ですね。気温

が上がり、暑い日が増えるこの時期になると「今

年の夏は無事にやり過ごすことができるのだろ

うか」と不安になります。暑さの対策はもちろ

んですが、最近ではこの時期の豪雨被害等が多

くなっています。自然災害にもしっかりと対策

をしておきましょう。 ◯優

編 集 後 記

７月の主な行事予定

３日(日)
熟年ジョイフルスローピッチソフト
ボール大会

11日(月)
農業委員会総会

夏の県民交通安全運動(～20日)

20日(水) 小・中学校第１学期終業式

28日(木) 区長定例会


